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 ◇東成瀬村の概要◇ 

－東成瀬村村民憲章－ 

わたしたちは、先人が築いた東成瀬村に誇りを持ち、さらに発展することを願い、 

この憲章をさだめます。 

 

一 自然を守り、緑ゆたかな村をつくります。 

一 健康で働き活力ゆたかな村をつくります。 

一 福祉の心でふれあいゆたかな村をつくります。 

一 共に学び文化ゆたかな村をつくります。 

一 スポーツを愛し心ゆたかな村をつくります。 

（平成元年８月２７日制定） 

－プロフィール－ 

   

東成瀬村（ひがしなるせむら） 

村制施行 明治 22 年（1889 年）4 月 1 日 

団体コード：05460-0 

所在地：〒019-0801 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下 30-1 

隣接自治体：湯沢市・横手市（秋田県）、栗原市（宮城県） 

      一関市・奥州市・西和賀町（岩手県） 

広域圏：湯沢雄勝広域市町村圏 

地域指定：山村振興、過疎、辺地、特別豪雪、市町村圏、特定農山村 

     拠点都市（雄物川流域） 

加盟：日本で最も美しい村連合（平成 21 年 10 月 6 日） 

   平和市長会議（平成 21 年 12 月 1 日） 

村の木：スギ（杉） 

村の花：やまゆり（山百合） 

村の鳥：やまどり（山鳥） 

村の虫：ホタル（蛍） 

村の魚：イワナ（岩魚） 

村の記念日：5 月 10 日 

キャッチフレーズ：さわやかなるせ 仙人の郷 

マスコットキャラクター：仙人（上） 

ゆるキャラ：なるせんくん（下） 
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１．位置と地勢 

 秋田県庁から約 100km離れた東南端に位置し、東は奥羽山

脈を境に岩手県に、南は宮城県に接し、東西に 17km 南北に

30km と細長い地形をなし、総面積 203.69ｋ㎡のうち山林原

野が 93％、このうち国有林がほぼ半分を占めている。 

経緯度は東経 140度 37～48分、北緯 38度 57分～39度 12

分で、標高は最低で 160m（田子内橋）、最高 1,424mの秣岳

（まぐさだけ）となっている。気候は概して冷涼で、積雪は

2m、多いときは 3～4mに達し、積雪期間は 5 ヶ月にもおよぶ

特別豪雪地帯である。行政区は、田子内、岩井川、椿川の 3地区に分かれ、村の中央部

を成瀬川が縦断し、これに沿って大小 21の集落が点在している。 

 

２．村の沿革 

宝亀年間に「酢川越」の要路ができ、また陸奥の胆沢城と雄勝城を結ぶ唯一の連絡通

路であった「手倉越」からも既にこのころ先祖が成瀬川沿いに居住していたとされる。  

発見された記録の中で最も古いものは、鎌倉時代のもので、これら文献によると、文保

元年（1317 年）奥州栗原郡金成村より菅原家の祖、左太夫が土着し手倉川原村を開いた

とされる。このころ秋田地方は、秋田氏、橘氏、小野寺氏、由利氏がおさめていたが、

東成瀬村は小野寺氏の所領であった。しかし、元和元年（1615 年）に一国一城制となっ

てからは、佐竹氏の所領となり、田子内村、岩井川村、手倉川原村、椿川村、桧山台村

にわかれていた。また、雄勝郡を 7 郷に分けて親郷を設け、当時の親郷は狙半内（現横

手市増田町）で、田子内はその支郷であった。村は、それまで平鹿郡の管下にあったが、

寛文 5年（1665年）、雄勝郡に編入され、この時から田子内が親郷となった。 

明治 4年（1871 年）の廃藩置県により、秋田県となり、これまでの親郷、肝いりの制 

度が廃止され、新たに戸長制度がしかれ、当時の戸長は、荻の袋（現横手市増田町）に 

置かれた。明治 9年 11月（1876年）手倉川原村、椿台村、桧山台村が合併し、椿川村 

となった。明治 11年 7月（1878年）、戸長事務所が「役場」と改称され、同 16年（1883 

年）椿川村、岩井川村が連合し、役場を岩井川に、さらに翌 17年（1884年）湯ノ沢、 

吉野（現横手市増田町）が田子内役場の管轄から分離した。 

明治 21 年 4 月 17 日（1888 年）の町村制の発布に伴い、同 22 年 4 月 1 日（1889 年）、 

田子内村・岩井川村・椿川村が合併し、東成瀬村として村制が施行された。 

初代の村長は、平良の部落長をつとめた平良直松氏であり、県知事の許可を得た 5月 

10日に村長に就任した。 

平成の大合併では、自立するための「まちづくり計画」を策定し、村民をはじめ議会

や秋田県に提示し、理解を得られたため、平成 15 年 12 月に単独立村を選択し現在に至

っている。 
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３．人口と面積 

明治 9年の記録では、戸数の合計 528軒（うち、 

 農業戸数 399軒）、人口 3,001人であった。 

 その後の戸数と人口の変遷は大正 12年（1923 

年）には 697軒・4,596人、昭和８年（1933年） 

では 750軒・5,222人であり、戦前は増加してい   

た。 

昭和 22年（1947 年）の 6,220人をピークに年々 

減少し、平成 20年（2008年）3月末現在で 3,000 人となり、ピーク時の 48％まで落ち込

んだ。昭和 45年（1970年）には過疎地域に指定されている。 

 

○人口の推移（国勢調査） 

男 女 計

昭和 22年 3,138 3,082 6,220 880

25年 2,991 3,054 6,045 920

30年 2,894 3,134 6,028 942

35年 2,796 3,003 5,799 1,000

40年 2,449 2,651 5,100 995

45年 2,193 2,353 4,546 999

50年 1,987 2,145 4,132 968

55年 1,941 2,070 4,011 938

60年 1,820 1,998 3,818 940

平成 ２年 1,787 1,947 3,734 913

７年 1,732 1,836 3,568 885

12年 1,634 1,756 3,390 880

17年 1,516 1,664 3,180 874

22年 1,380 1,492 2,872 875

27年 1,239 1,371 2,610 809

令和 ２年 1,491 1,216 2,707 1,158

人口（人）
世帯数年次

 

○人口の推移（4 月 1 日現在、過去 5 年間） 

男 女 計

令和 ３年 1,237 1,246 2,483 ▲ 23 950

４年 1,208 1,196 2,404 ▲ 79 936

５年 1,205 1,165 2,370 ▲ 34 964

６年 1,257 1,132 2,389 ▲ 19 1,049

７年 1,193 1,096 2,289 ▲ 100 1,009

人口（人）
世帯数年次 増減

 

○村の高齢化率（令和 7年 7月 1日現在） 

男 29.8 %  女 53.0 %  計 39.8 % 県内 25市町村中 22位 

※ 令和 7年 8月 28日 県健康福祉部 長寿社会課 発表 

総数 2,171 人

男 1,109 人

女 1,062 人

932 世帯

10.7 人／㎢

203.69 ㎢

（令和8年4月1日現在）

世帯数

人口密度

面積

人口
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４．産業 

  村の産業は、長らく稲作を中心に行なわれてきた。米の価格下落や国の生産調整は続

き、減反・転作を余儀なくされ、野菜や肉用牛など生産性の高い戦略作物を軸に付加価

値の高い農業を目指すこととなった。経営面積の零細化と労働力不足により、規模拡大

が進まず、平成 19 年から集落営農が行なわれるようになり、安定した農業経営を図る取

り組みが増え、平成 23年からは農業経営の法人化が見られるようになった。家族経営で

は難しかった農業の効率化が可能となった。 

 

 ○就業人口（令和 2年 10月 1日国調） 

  第１次産業   151人（ 9.6％） 

  第２次産業   750人（47.8％） 

  第３次産業   668人（42.6％） 合計 1,569人 

 

 ○農林業（令和 2年 2月 1日農林業センサス） 

  総農家数    271戸 

  販売農家数     143戸 

  耕地面積     281ha（田 254ha、畑 26ha、樹園地 1ha）※販売農家 

  林野面積    17,173ha（国有林 8,145 ha、公有地 1,708 ha、独立行政法人等 373ha、

私有地 6,947 ha） 

                                      ※表示未満合算 

 ○工業（令和 3年 6月 1日経済センサス） 

  事業所数      7（従業員 4人以上） 

  従業者数      67人 

  製造品出荷額等   15億 5,086万円 

 

 ○商業（令和 3年 6月 1日経済センサス） 

  商店数      17店 

  従業員数     55人 

  商品販売額    11億 3,000万円 

 

５．交通 

  村内を２本の国道が縦断しており、342号線は栗駒国定公園の須川温泉を経て、岩手県

一関市から宮城県登米市に通じ、397号線は一部村内で 342号線と重複しながら、岩手県

奥州市を経て、大船渡市に通じている。 

  両線とも東北自動車道へ直結する国道ではあるが、冬期間の県境往来は不通となるた

め、観光や経済交流の面からも通年通行が望まれている。 
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６．執行機関 

 

（１）執行部（令和 8 年 4 月 1 日現在） 

職　名 氏　名 性別 生年月日 年齢 就任年月日 期数 任期満了

びぜん　ひろかず

備　前　博　和

たにふじ　のぼる

谷　藤　　　登

おおぬま　かずよし

大　沼　一　義

村　長 R4.6.1 1 R8.5.31

R4.8.1 1 R8.7.31

S36.4.14男 64歳

65歳

R8.4.1 2 R11.3.31

副村長

60歳教育長

S36.2.10

S40.4.2

男

男

 

 

（２）職員数（令和 8 年 4 月 1 日現在） 

専任 兼任(務）

(A) (B)

43 33 1 ▲ 10

教育委員会 10 6 0 ▲ 4

2 0 1 ▲ 2

0 0 1 0

0 0 1 0

2 0 0 ▲ 2

2 2 0 0

59 41 4 ▲ 18

※1 秋田県公平委員会へ事務委託

※2 湯沢雄勝広域市町村圏組合

消防 ※2

公営企業事務部局

計

(B)-(A)

議会

選挙管理委員会

監査委員

公平委員会　※1

農業委員会

現職員数(人）
条例定数(人）

村長

事務部局
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７．行政機構（令和 8 年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村　　　長 副　村　長 総　務　課 山村開発センター

地域交流センター「ゆるるん」

成瀬川交流館

大柳センター

防災情報センター

岩井川地区防災センター

企　画　課 若者定住促進住宅

住民生活課

健康福祉課 保健センター

保育園（１）

児童館（１）

産業振興課 ジュネス栗駒スキー場

ホテル・ブラン

栗駒山荘

不動滝ほたるの里公園

農村公園「たいら」

農村公園「じょうか」

農村公園「てぐら」

農村公園「つばきかわ」

農村公園「ひるかわ」

ビューポイント栗駒

大柳沼自然公園

天正の滝自然公園

食肉加工センター

農村交流センター

農産物加工所

ミニライスセンター（４）

育苗センター

畜産施設

公共牧場

米利用施設

循環拠点施設

建　設　課 建設機械車庫

村営住宅

平良交流センター

ジュネス栗駒カントリーパーク

成瀬ダム課

特別養護老人ホーム「幸寿苑」

国保診療所

大柳へき地診療所

会計管理者 （住民生活課）

教育委員会 教　育　長 事　務　局 小学校（１）

中学校（１）

給食センター

公民館

ふる里館

まるごと自然館

青少年山の家

議会 事　務　局 村民体育館

監査委員 事　務　局 多目的グラウンド

農業委員会 事　務　局 総合グラウンド

選挙管理委員会 事　務　局 東成瀬球場

ライフル射撃場

は指定管理施設

デイサービスセンター「なるせ」
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金額（千円）

1 国民健康保険(事業勘定） 217,320

2 国民健康保険(直営診療施設勘定） 94,756

3 後期高齢者医療 41,871

4 介護保険 382,074

736,021

名称

合計

金額（千円）

1 簡易水道事業 190,607

2 下水道事業 95,429

286,036

名称

合計

８．財政状況 

 

○令和８年度一般会計予算 

（歳入） （歳出）

金額（千円） 金額（千円）

1 村税 213,281 1 議会費 63,056

2 地方譲与税 45,254 2 総務費 1,057,945

3 利子割交付金 912 3 民生費 487,279

4 配当割交付金 838 4 衛生費 403,173

5 株式等譲渡所得割交付金 1,260 5 労働費 5,613

6 法人事業税交付金 3,914 6 農林水産業費 201,987

7 地方消費税交付金 75,803 7 商工費 158,083

8 環境性能割交付金 358 8 土木費 276,991

9 地方特例交付金 4,637 9 消防費 166,504

10 地方交付税 2,066,000 10 教育費 267,893

11 交通安全対策特別交付金 300 11 災害復旧費 1,078

12 分担金及び負担金 680 12 公債費 488,198

13 使用料及び手数料 25,116 13 諸支出金 63,200

14 国庫支出金 188,900 14 予備費 10,000

15 県支出金 180,179 3,651,000

16 財産収入 30,739

17 寄附金 35,001

18 繰入金 416,306

19 繰越金 20,000

20 諸収入 200,222

21 村債 141,300

3,651,000

款 款

歳入合計

歳出合計

 

○令和８年度特別会計予算            

 

 

○主要財政指標（６年度普通会計決算） 

経常収支比率 ----  84.2% 

財政力指数 ------  0.13% 

○令和８年度公営企業会計予算               実質公債費比率 --  11.5% 

基金残高 -------- 20億 1千 6 百万円 

地方債現在高 ---- 32億 7千 7 百万円 

※一般＋特別会計＋公営企業会計

=46億 6,021 万 2千円 
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◆議会の概要◆ 

１．議会の組織と構成 

 

（１）組織図 

 

議会    議長     議会事務局（兼任 1人、 会計年度任用職員 1人） 

 

      常任委員会  総務教育民生常任委員会（9人） 

             産業建設常任委員会（9人） 

     

      議会運営委員会（5人） 

 

        特別委員会  議会広報対策特別委員会（5人） 

災害対策特別委員会（10人） 

               予算特別委員会（9人） 

               議会改革特別委員会（9人） 

               村職員による公有物窃取事件調査特別委員会（9人） 

全員協議会 

 

 

 

（２）議員数 

条例定数

（H14.9.27) 日本共産党 公明党 無所属

14人 10人 10人 ０人 １人 １人 ８人

旧法定数 現員 欠員
党派

 

 

（３）任期 

令和 5 年 4 月 30 日～令和 9 年 4 月 29 日 

議長、副議長、常任委員会委員 4 年 

 

（４）職業別内訳 

  

農林業 会社役員 会社員 議員 旅館業 計

６人 １人 １人 １人 １人 10人
 



9 

 

（５）年齢別・当選回数別内訳（令和 8 年 4 月 1 日現在） 

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 計

１期 １人 １人 ３人 ５人

２期 １人 １人

３期 １人 １人 １人 ３人

４期

５期

６期

７期 １人 １人

８期

９期

10期

計 １人 ２人 ４人 ３人 10人

※最年長歳 76歳 最年少歳 46歳 平均年齢 63.5歳 

 

（６）常任委員会 

条例制定 平成 3年 3月 18日 

設置数  2 

任期   4年 

定数   総務教育民生常任委員会 10 人 産業建設常任委員会 10人 

※議長は令和 5年 5月 1日（初議会）で両常任委員を辞任。 

  

（７）議会運営委員会 

条例制定 平成 3年 3月 18日 

任期   4年 

定数   5人 

※議長は委員会に出席する。 

 

（８）その他の委員会 

○議会広報対策特別委員会（令和 5年 5月 1日設置、満了まで、5人） 

○災害対策特別委員会（令和 5年 5月 1日設置、満了まで、全議員 10人） 

○予算特別委員会（令和 5年 5月 1日設置、満了まで、議長を除き 9人） 

○決算特別委員会（9月定例会議、議長・議会選出監査委員を除く全議員 8人） 

○議会改革特別委員会（令和 6年 9月 20 日設置、満了まで、議長を除き 9人） 

○村職員による公有物窃取事件調査特別委員会 

（令和 7年 6月 20日設置、調査終了まで、議長を除き 9人） 
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（９）委員会所属の取り決め事項 

○議長は、常任委員会に属さない。 

○副議長は、議会運営委員会及び議会広報対策特別委員会に所属する。 

○副議長は、予算特別委員会の委員長となる。 

○総務教育民生常任委員長は、予算特別委員会の副委員長となる。 

○議長は、災害対策特別委員会の委員長となる。 

○副議長は、災害対策特別委員会の副委員長となる。 

 

（10）議会事務局 

条例制定 昭和 43年 3月 22日 

定数   2人 

  

専任職員 兼任職員 会計年度任用職員 計

1人 1人 2人  

 

（11）報酬月額及び費用弁償 

○報酬月額（議員：平成 21 年 12 月 1 日適用） 

職名 金額 対村長 職名 金額

議　長 255,000円 34.9% 村　長 730,000円

副議長 221,000円 30.3% 副村長 560,000円

議　員 211,000円 28.9% 教育長 513,000円  

 

○期末手当 

支給率  6 月（172.5／100）  12月（172.5／100）  加算率 15％ 

 

○費用弁償 

・本会議、各委員会、全員協議会 1,000 円 

・研修会等  交通費：一般職の職員に支給する旅費の例による。 

宿 泊 費：旅行中の宿泊に要する費用として地域の実情を勘案して

定める額（宿泊基準額） 

包括宿泊費：移動に係る交通費の額及び宿泊費の合計額 

宿泊手当：宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費として定める１夜 

当たりの定額 

※委員会などの視察は上記の例によるが原則として日帰りとしている。 
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２．議会運営 

 

（１）一般質問 

・質問席から対面方式。 

・質問事項ごとに質問と答弁を行う「分割質問方式」を採用している。 

・定例会議において、議長の定める期限まで通告する。 

・質問者数の制限はない。 

・行う順番は、通告の受付順としている。 

・時間制限はないが質問と答弁を併せて最大で 60 分を目処と申し合わせしている。 

・質問は質問席から行う。 

・再質問は 2 回まで。 

    

（２）緊急質問 

・原則として予め文書で議長に申し出、可否は議会運営委員会で協議する。 

 

（３）議事日程と会期 

・議会運営委員会で協議し、議会に諮って決定する。 

・通年議会を施行（平成 26 年 1 月 1 日） 

 

（４）請願・陳情 

・随時受付。本会議の開閉を問わない。 

・本会議で写しを配布。 

・常任委員会に付託して審議。 

・意見書は、常任委員会で起草し、議員発議となっている。 

 

（５）議案 

・事前配布（当局との申し合わせにより議会運営委員会開会の３日前） 

 

（６）会議録 

・録音による全文記録。自前で調製。 

 

（７）本会議の中継 

・本会議を庁舎内に音声のみ放送している。 

 

（８）議会広報 

・定例会議ごとに年 4 回発行。改選直後に臨時号を発行。 
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３．議会の予算 

(単位：千円）

8年度 7年度 比較

1 報酬 25,968 25,968 0

2 給料 7,540 7,161 379

3 議員手当 8,586 8,462 124

3 職員手当 3,333 3,077 256

4 議員共済費 6,400 7,534 ▲ 1,134

4 職員共済費 2,442 2,390 52

7 報償費 20 20 0

8 費用弁償（議員） 3,518 3,635 ▲ 117

8 普通旅費（職員） 447 384 63

9 交際費 350 350 0

10 需用費 2,191 2,094 97

11 役務費 235 59 176

13 使用料及び賃借料 1,137 792 345

17 備品購入費 330 240 90

18 負担金 559 509 50

63,056 62,675 381

3,651,000 4,065,000 ▲ 414,000

1.73% 1.54%

節

議会費計

一般会計歳出総額

対一般会計歳出総額（構成比）
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４．議会活動の状況（令和７年 1 月 1 日～同 12 月 31 日） 

 

（１）本会議の開催状況 

開会月日 閉会日 日数

1 １月招集会議 1月6日 1月6日 1 日 1 日 0 日 1 人

2 ３月定例会議 3月4日 3月19日 16 日 3 日 7 日 5 人 18 人

3 ６月定例会議 6月6日 6月20日 15 日 3 日 7 日 4 人 15 人

4 ９月定例会議 9月2日 9月19日 18 日 3 日 7 日 3 人 7 人

5 12月定例会議 12月3日 12月19日 17 日 3 日 9 日 6 人 8 人

67 日 13 日 30 日 18 人 49 人計

本会議
日　数

休会
日数

一般質問 傍聴者数
会期

区分回

 

 

 

 

 

（２）議決結果集計 

原案可決 修正可決 認定 承認 同意 否決

1 １月招集会議

2 ３月定例会議 32 31 1

3 ６月定例会議 20 13 7

4 ９月定例会議 22 9 6 3 1 3

5 12月定例会議 24 22 1 1

98 75 0 6 0 5 1 11計

報告区分回
審議結果提出

件数
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（３）議決結果の内訳 

 

 

（４）委員会・協議会の開催状況 

議案等 請願 陳情 計

議会運営委員会 8 0

総務教育民生常任委員会 5 11 11

産業建設常任委員会 6 1 1

予算特別委員会 5 28 28

決算特別委員会 2 7 7

災害対策特別委員会 0 0

広報対策特別委員会 18 0

議会改革特別委員会 8 0

村職員による公有物窃取事件調
査特別委員会

6 0

議会全員協議会 21 0

計 79 35 12 47

付託件数会議
回数

区分

 

 

 

条
例

予
算

決
算

人
事

契
約

承
認

そ
の
他

計
条
例

意
見
書

決
議

そ
の
他

計

３月 11 14 1 4 30 1 1 2 32

６月 3 2 1 7 13 4 2 1 7 20

９月 3 5 7 3 3 21 1 1 22

12月 7 7 1 1 2 18 1 5 6 24

１月 0 0

24 28 7 5 2 16 82 2 10 2 16 98計

合
計

議員提出村長提出

定
例
会
議

区分

臨
時
会
議
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（５）請願・陳情の処理件数 

採択
趣旨
採択

一部
採択

不採択
継続
審査

審査
未了

請願

陳情 12 10 1 1

計 12 10 1 1

受理
件数

左のうち

区分

 

 

（６）請願・陳情の委員会別付託内訳 

採択
趣旨
採択

一部
採択

不採択
継続
審査

審査
未了

請願

陳情 11 9 1 1

請願

陳情 1 1

12 10 1 1合計

付託件数

左のうち

区分

 総務教育民生

 産業建設

 

（７）議員研修・視察の状況 

○秋田県町村議会議員研修会 令和 7年 7月 18日 秋田市 

○秋田県町村議会広報研修会 令和 7年 7月 18日 秋田市 

○議会活性化協議会 ペーパーレス会議システム研修 令和 7年 10月 20日 

                    ペーパーレス会議システム研修 令和 7年 10月 23日 

○常任委員会合同県外視察     

令和 7年 7月 9日～7月 11日 北海道ニセコ町・赤井川村 

（持続可能な観光について）（人口減少対策について） 

  

（８）議会広報の発行状況（令和 7年発行） 

220号 令和 7年 1月 20日 

221号 令和 7年 4月 21日 

222号 令和 7年 7月 22日 

223号 令和 7年 10月 20日    計 4回発行 

 

※ 議会だより 創刊 昭和 47年 7月 25 日 
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委 員 長 髙　橋　清　一 委 員 長 佐　藤　一　人

副委員長 鈴　木　　　実 副委員長 髙　橋　登志明

委　　員 佐々木　悦　男 委　　員 佐々木　悦　男

委　　員 髙　橋　登志明 委　　員 伊勢谷　勝　美

委　　員 佐　藤　一　人 委　　員 鈴　木　　　実

委　　員 伊勢谷　勝　美 委　　員 高　橋　　　健

委　　員 高　橋　　　健 委　　員 髙　橋　清　一

委　　員 杉　山　　　彰 委　　員 杉　山　　　彰

委　　員 佐　藤　　　仁 委　　員 佐　藤　　　仁

委 員 長 伊勢谷　勝　美 委 員 長 杉　山　　　彰

副委員長 鈴　木　　　実 副委員長 髙　橋　登志明

委　　員 佐々木　悦　男 委　　員 佐々木　悦　男

委　　員 佐　藤　一　人 委　　員 髙　橋　清　一

委　　員 髙　橋　清　一 委　　員 佐　藤　　　仁

総務教育民生常任委員会

議会運営委員会

産業建設常任委員会

議会広報対策特別委員会

５．議員名簿（令和 8 年 4 月 1 日現在） 

  

議席
番号

役職 氏名 性別 生年月日 年齢
当選
回数

在職
年数

現住所

1 副議長 佐々木　悦　男 男 S32.4.23 68歳 3 11
岩井川字
東村88

2 広域議会議員 髙　橋　登志明 男 S36.12.25 64歳 1 3
岩井川字
野尻8-76

3
産業建設
常任委員長

佐　藤　一　人 男 S55.1.26 46歳 1 3
田子内字
平良20

4
議会運営
委員長

伊勢谷　勝　美 男 S30.8.2 70歳 2 7
田子内字
下田104

5 鈴　木　　　実 男 S49.2.17 52歳 1 3
椿川字
真戸30-1

6 高　橋　　　健 男 S24.11.4 76歳 7 27
椿川字
堤30-1

7
総務教育民生
常任委員長

髙　橋　清　一 男 S26.12.16 74歳 3 8
田子内字
田子内148

8
議会広報対策
特別委員長

杉　山　　　彰 男 S40.12.4 60歳 1 3
椿川字五里
台道上16

9 監査委員 佐　藤　　　仁 男 S35.11.1 65歳 1 3
岩井川字
東村207

10 議長 佐々木　　　修 男 S41.8.3 59歳 3 11
田子内字
滝ノ沢41

 

６．常任委員会等の構成 
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委 員 長 佐々木　　　修 委 員 長 佐々木　悦　男

副委員長 佐々木　悦　男 副委員長 髙　橋　清　一

災害対策特別委員会 予算特別委員会

 

 

７．資料編  

 

（１）歴代議長 

氏名 就任年月日 退任年月日 在職期年数

初代 佐々木　　　實 S22. 5.10 S26. 4.29 1 期 ( 4年)

２代 谷　藤　徳十郎 S26. 5.10 S32. 2.24 2 期 ( 6年)

３代 佐々木　伊左ヱ門 S32. 2 25 S34. 4.29 1 期 ( 2年)

４代 佐々木　與太郎 S34. 5.18 S42. 4.29 2 期 ( 8年)

５代 佐々木　　　實 S42. 5.17 S46. 4.29 1 期 ( 4年)

６代 伊　藤　誠　也 S46. 5. 6 H 3. 4.29 5 期 (20年)

７代 高　橋　東　美 H 3. 4.30 H 7. 4.29 1 期 ( 4年)

８代 古　谷　正　久 H 7. 5. 1 H11. 4.29 1 期 ( 4年)

９代 佐　藤　正次郎 H11. 5. 6 H15. 4.29 1 期 ( 4年)

10代 冨　田　義　行 H15. 5. 1 R5. 4.29 5 期 (20年)

11代 佐々木　　　修 R5. 5. 1 （現在任中）  

 

（２）歴代副議長 

氏名 就任年月日 退任年月日 在職期年数

初代 佐々木　伊左ヱ門 S26. 5.10 S32. 2.25 2 期 ( 6年)

２代 佐々木　　　實 S32. 2.25 S42. 4.29 3 期 (10年)

３代 佐々木　忠　治 S42. 5.17 S46. 4.29 1 期 ( 4年)

４代 佐々木　朝　松 S46. 5. 1 S51. 8.11 2 期 ( 6年)

５代 鈴　木　健　吉 S51. 8.12 S54. 4.29 1 期 ( 3年)

６代 佐々木　二　郎 S54. 5. 4 S58. 4.29 1 期 ( 4年)

７代 高　橋　東　美 S58. 4.30 H 3. 4.29 2 期 ( 8年)

８代 古　谷　正　久 H 3. 4.30 H 7. 4.29 1 期 ( 4年)

９代 柳　　　邦　夫 H 7. 5. 1 H11. 4.29 1 期 ( 4年)

10代 佐　藤　辰　雄 H11. 5. 6 H15. 4.29 1 期 ( 4年)

11代 佐々木　謙　吉 H15. 5. 1 R5. 4.29 5 期 (20年)

12代 佐々木　悦　男 R5. 5. 1 （現在任中）  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東成瀬村議会事務局 

〒019-0801 

秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下 30 番地 1 

電話番号 (0182)47-3411  FAX (0182)47-3117 

e-mail  gikai@vill.higashinaruse.akita.jp 


